
家庭数配布  

 

 

 

新しい学校生活様式を思い出そう 

２学期が始まり３日過ぎました。新型コロナウイルス感染症防止対策のために様々 なご対応をお願いいたしましたが、ご協

力くださりありがとうございます。この３日間は３密の回避、こまめな手洗いうがいや換気など、新しい学校生活様式の振り返

りをして、安全に学校生活を送るための約束を再確認しました。自分を守るだけでなく大切な人を守るためにも感染予防対策を

しっかりとして、過ごしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

生活指導だより 
令和３年９月３日 

練馬区立早宮小学校 

生活指導主幹 伊藤 早苗 

心のふれあい週間   ９月６日(月)～１０日(金) 
  年間６回の「心のふれあい週間」を設けています。この期間は、児童同士、児童と教員、保護者

と教員の望ましい関係づくりに役立てます。９月は以下３点を実施します。 

 

 （１）あいさつ運動【児童同士、児童と教員のふれあい】 

     ２年生の当番を中心に、朝の登校時間に行います。正門と昇降口に立ち、登校してくる

児童に声をかけます。校長先生、看護当番や専科教員、生活支援員などが同様に挨拶をし

ています。学級担任は教室で子供たちを待ち、迎え入れています。  

 

（２）心のふれあいＤＡＹ【保護者と教員のふれあい】９月６日（月） 

    新学期が始まり、お子さんの様子に気になる変化などありませんか。少しでも心配なこ

とは気軽にこの日を活用してご相談ください。この日に限らず、ご連絡いただければ、面

談日時を調整いたします。また、こちらからご連絡する場合もございます。 

 

（３）「エール・ウィーク」（東京都よりの新しい取組） 

【児童同士、児童と教員、保護者と児童のふれあい】 

    子供の心を育むためには、子供が自らの可能性に気付くことが何よりも 

大切です。夏季休業日明けという時期を捉えて意識的に子供のよさや成長 

を見付け、子供一人一人に伝えて、子供の自己肯定感を高める取組を強化 

します。ご家庭でもお子さんのよさを言葉にして伝えてみてはいかがでしょう。 

 

※文部科学大臣からのメッセージ 

「夏休み後の学校が始まって、不安や悩みがある皆さんへ」というメッセージが公開されていま

す。保護者向けメッセージもありますので、ぜひご一読ください。学校ホームページにリンクを

貼っています。 

 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、教室での防災学習を中

心に行います。各学年の内容についてお知らせします。 

 １年生：防災クイズ「火災編」、避難姿勢の取り方 

 ２年生：担架搬送体験、防災クイズ「地震編」 

 ３年生：起震車体験、「消火器の使い方」動画視聴 

 ４年生：防災備蓄倉庫、防災資器材見学、「１１９番通報のしかた」動画視聴 

 ５年生：防災クイズ「火災編」、防災ノート、「３．１１を忘れない」など 

 ６年生：防災クイズ「地震編」、防災ノート、「３．１１を忘れない」など 

 
ご家庭でも、東京防災（黄色い冊子）やマイタイムライン（青い冊子）などを活用し

て、いざというときに備える話し合いをしていただけますと、学びが広がります。 

⇒裏面もお読みください。 

総合防災教室 ９月１１日（土）２校時 



新型コロナウイルス感染症対策（デルタ株対応）について 
 東京都教育委員会より伝達があり、より一層の新型コロナウイルス感染症対策が求められて

います。現在、新型コロナウイルスは感染力の強いデルタ株への置き換わりが進み、若年層にお

いても新規感染者数が急激に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大の局面を

迎えています。新学期の開始に伴い、児童・生徒等の感染者の増加が懸念されています。 

この度、学校におけるさらなる感染症対策の徹底を図るため、新型コロナウイルス感染症対策

チェックリストを作成いたしました。学校における感染症対策を児童に改めて意識付け、実践を

促すためのチェックリストです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎週末にチェックリストを両面印刷して持ち帰らせます。ご家庭でチェックしていただき、よ

り一層の感染対策をお願いしたします。記入したチェックリストは毎週、月曜日に提出してくだ

さい。 

 

 

練馬区一斉防災訓練 （避難引き渡し訓練）について 
 

本校では地震・火災などの不測の非常事態発生に備え、児童の安全を確保するために、毎月、

避難訓練を実施しています。９月は、練馬区一斉防災訓練として「児童の引き渡し」を主とした

訓練の実施を予定しておりましたが、緊急事態宣言発出中のため区全体として、延期となりまし

た。１日発行の学校だよりや学年だよりでお知らせしており、ご都合を付けてくださっていたか

と存じますが、このような状況下のため、ご了承ください。次回実施の期日につきましては、感

染状況やその他の行事などと検討してからご連絡いたします。 

なお、以下の引き渡し方法は非常事態発生時、年間を通しての基本となりますので、ご確認く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

引き渡し方法 

 ・引き取り者が引き取る児童の名前と引き取り者の名前を担任（担当者）に伝える。 

・担任（担当者）が名簿で確認できれば引き渡す。 

・担任（担当者）と面識がなく確認できなければ、児童に確認する。 

・確認できなければ、引き渡しはしない。 


